
第
三
号
議
案 

 
 

 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
に
つ
い
て 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。 
 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を 

改
正
す
る
規
則 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る

規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教

育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
十
八
条
の

六
中
「
百
分
の

二
百
十
」
を
「
百
分
の

三
百
十
五
」
に
改
め
る

。 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
六
の

項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の

項
」
を
「
五
の

項
」
に
改
め

、
「
又
は
県
教

育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員

」
を

削

り
、
同

条
第
二
項
中
「
二
の
項
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員

に
、
同
表
の
六
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
六
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会

計
年
度
任
用
職
員
又
は
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上

の
会
計
年
度
任
用
職
員

に
、
同
表
の
八
の
項

」
を
「
七
の

項
」
に

、
「
九
の

項
」
を
「
八
の

項
」
に
改

め
、

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

「
六
の

項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の

項
」
を
「
七
の

項
、
十
三
の
項
及
び
十
四

の

項
」
に
、
「
四
の

項
、
六
の
項
及
び
七
の

項
」
を
「
三
の

項
、
五
の
項
及
び
六
の

項
」
に
改
め
る

。 

第

三

十

四

条

第

二

項

の

表

の

第

二

条

第

二

項

の

項

中

「

県

教

育

委

員

会

」

を

「

市

町

村

教

育

委

員

会

」

に
、
「
市
町
村
教
育
委
員
会
」
を
「
県
教
育
委
員
会
」
に
改

め
る
。 

別
表
第
二
中
十
四
の
項
を
十
五
の
項

と
し
、
同
表
の
十
三
の
項
の
原
因
の
欄

中
「
五
の

項
」
を
「
四
の

項

」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
の
十
四
の
項

と
し
、
同
表
中
十
二
の
項
を
十
三
の
項

と
し
、
八
の
項
か
ら
十
一

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
表
の
七
の
項
の
原
因
の

欄
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
の
八
の
項

と
し
、
同
表
の
六
の
項
の
休
暇
の
期
間
の

欄
中
「
（
四
月
一
日
か
ら

翌
年
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削

り
、
同
項
を
同
表
の
七
の
項

と
し
、
同
表
中

五
の
項
を
六
の
項

と
し
、
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 
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別
表
第
三
中
二
の
項
を
削

り
、
三
の
項
を
二
の
項

と
し
、
四
の
項
を
三
の
項

と
し
、
五
の
項
を
四
の
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

五 

負
傷
又
は

疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除

く
。
）
の
た
め
療
養
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の

勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合 

一
の
年
度

（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一

日

ま
で
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
い
て
、
会

計
年
度
任
用
職
員
の
当
該
年
度
の
勤
務
日
数
に
応

じ
て
、
別
表
第
一
の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分

ご
と
に
同
表
の
継
続
勤
務
年
数
の
部
の
初
年
度
の

項
に
掲
げ
る
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都
度

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

五 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
（
職
員
の
休
日
休
暇

及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一

項
第
二
号
の
表
の
備
考
二
及
び
職
員
の
休
日
休

暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
別

表
第
二
の
十
九
の
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る

も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同

じ
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職

員

が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

イ 

そ
の
子
の

看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に

か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
の
こ
と
を
い

う
。
）
を
行
う
場
合 

ロ 

そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項

若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健

康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い 

一
の
年
度
に
お
い
て

五
日
（
そ
の
養
育
す
る
九
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て

は
、
十
日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員

に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮

し
、
教
育
人
事

課
長
の
定
め
る

時
間
）
の
範
囲
内
の
日
又
は
時
間
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別
表
第
三
中
六
の
項
を
削

り
、
七
の
項
を
六
の
項

と
し
、
八
の
項
を
七
の
項

と
し
、
九
の
項
を
八
の
項
と

す
る
。 

第
一
号
様
式
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改

め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
則

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定

は
、
令
和
七

年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 
 

 
 

 

提
案
理
由 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
仕
事
と
生
活
の
両
立
支
援

の
た
め
、
子
の
看
護
休
暇
等
の
任
期
等
に
よ
る
取
得

要
件
を
緩
和

す
る
と
と
も
に
、
子
の
看
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
子
の
年
齢
の
上
限
の
引
上
げ
等
を
行
い
た

い
の
で
提
案

す
る
。 

 

又
は
感
染
症
の
予
防
の
た
め
の
学
校
等
へ
の

出
席
停
止
若
し
く
は
学
校
等
の
臨
時
休
業
に

よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う

場
合 

ハ 

そ
の
子
の
学
校
等
の
行
事

の
う
ち
、
入

園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
式
典
へ
の
参
加
を
す
る
場
合 

 

「
禁

錮
」

 
「

拘
禁

刑
」
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○ 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
十
八
条
の
五 

（
略
） 

第
一
条
～
第
十
八
条
の
五 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
） 

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
） 

第
十
八
条
の
六 

成
績
率
は
、
百
分
の
三
百
十
五
以
下
の
範
囲
内
で
、
県
教

育
委
員
会
が
定
め
る
。 

第
十
八
条
の
六 

成
績
率
は
、
百
分
の
二
百
十  

以
下
の
範
囲
内
で
、
県
教

育
委
員
会
が
定
め
る
。 

第
十
九
条
～
第
二
十
四
条 
（
略
） 

第
十
九
条
～
第
二
十
四
条 

（
略
） 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
二
の
五
の
項 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
  

に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
以
上
の

任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

に
限
る
。
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も

の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
二
の
六
の
項
、

十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
以
上
の

任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
県
教
育
委
員
会
の
任

命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年

度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
三
の
七
の
項 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
申
出
に
お

い
て
指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三

日
を
経
過
す
る
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
そ
の
任
期

（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す

る
こ
と
及
び
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
八
の
項
に
掲

２ 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の

六
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
六
箇
月
以
上
の
任
期
が

定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係

る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用

職
員
に
、
同
表
の
八
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
申
出
に
お

い
て
指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三

日
を
経
過
す
る
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
そ
の
任
期

（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す

る
こ
と
及
び
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
九
の
項
に
掲
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げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十

五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対

し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。 

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十

五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対

し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

別
表
第
二
の
七
の
項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を

単
位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
と
き
は
、
前
条
第
十
項
の

例
に
よ
る
。 

３ 

別
表
第
二
の
六
の
項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

四
の
項
、
六
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を

単
位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
と
き
は
、
前
条
第
十
項
の

例
に
よ
る
。 

４ 

別
表
第
二
の
七
の
項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

別
表
第
二
の
六
の
項
、
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

四
の
項
、
六
の
項
及
び
七
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
六
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 

（
県
費
負
担
教
職
員
の
適
用
の
特
例
） 

（
県
費
負
担
教
職
員
の
適
用
の
特
例
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 

県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
条
第
二
項 

所
属
長 

市
町
村
教
育
委
員
会 

教
育
人
事
課
長 

県
教
育
委
員
会 

 
   

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
条
第
二
項 

所
属
長 

県
教
育
委
員
会 

 
   

教
育
人
事
課
長 

市
町
村
教
育
委
員
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

第
三
十
五
条 
（
略
） 

別
表
第
一 

（
略
） 

別
表
第
一 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

原
因 

休
暇
の
期
間 

原
因 

休
暇
の
期
間 

第３号議案
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一
～
四 

（
略
） 

（
略
） 

五 

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の

を
除
く
。
）
の
た
め
療
養
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
当

該
年
度
の
勤
務
日
数
に
応
じ

て
、
別
表
第
一
の
一
年
間
の
勤

務
日
数
の
区
分
ご
と
に
同
表
の

継
続
勤
務
年
数
の
部
の
初
年
度

の
項
に
掲
げ
る
日
数
を
超
え
な

い
範
囲
で
そ
の
都
度
必
要
と
認

め
ら
れ
る
期
間 

六 

（
略
） 

（
略
） 

七 

不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
度 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
お
い
て

五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受

精
そ
の
他
の
教
育
人
事
課
長
が

定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考

慮
し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め

る
時
間
）
の
範
囲
内
で
そ
の
都

度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間 

八 

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

          

（
新
設
） 

五 

（
略
） 

（
略
） 

六 

不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受

精
そ
の
他
の
教
育
人
事
課
長
が

定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考

慮
し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め

る
時
間
）
の
範
囲
内
で
そ
の
都

度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間 

七 

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の

（
略
） 

第３号議案
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女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下

「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
母

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保

健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場

合 

九
～
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員

の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県

条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子

に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
三
の

四
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ

れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下

「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
母

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保

健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条 

 
 

に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場

合 

八
～
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

十
三 

配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
職
員

の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県

条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
表
の
備
考
二
に
お
い
て
子

に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
三
の

五
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養

育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ

れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。 

（
略
） 

十
四 
（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

別
表
第
三
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

第３号議案
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原
因 

休
暇
の
期
間 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

       

（
削
る
） 

 

二
～
四 

（
略
） 

（
略
） 

五 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間

等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
第

二
号
の
表
の
備
考
二
及
び
職
員
の
休

日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大

分
県
規
則
第
四
十
号
）
別
表
第
二
の

十
九
の
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る

も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

イ 

そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又

は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ

の
養
育
す
る
九
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考

慮
し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め

る
時
間
）
の
範
囲
内
の
日
又
は

時
間 

原
因 

休
暇
の
期
間 

一 

（
略
） 

（
略
） 

二 

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の

を
除
く
。
）
の
た
め
療
養
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
度
に
お
い
て
、
会
計
年

度
任
用
職
員
の
当
該
年
度
の
勤

務
日
数
に
応
じ
て
、
別
表
第
一

の
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分

ご
と
に
同
表
の
継
続
勤
務
年
数

の
部
の
初
年
度
の
項
に
掲
げ
る

日
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の

都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

三
～
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

                

（
新
設
） 

第３号議案

-29-



話
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
場

合 
ロ 

そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、
学

校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に

規
定
す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予

防
接
種
の
付
添
い
又
は
感
染
症
の

予
防
の
た
め
の
学
校
等
へ
の
出
席

停
止
若
し
く
は
学
校
等
の
臨
時
休

業
に
よ
り
自
宅
待
機
す
る
そ
の
子

の
世
話
を
行
う
場
合 

ハ 

そ
の
子
の
学
校
等
の
行
事
の
う

ち
、
入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式

典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
へ

の
参
加
を
す
る
場
合 

（
削
る
） 

          

（
削
る
） 

                 

六 

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤

務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第

一
項
第
二
号
の
表
の
備
考
二
及
び
職

員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

六
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
別
表

第
二
の
十
九
の
項
に
お
い
て
子
に
含

ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ

の
養
育
す
る
小
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人

以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考

慮
し
、
教
育
人
事
課
長
の
定
め

る
時
間
）
の
範
囲
内
の
日
又
は

時
間 

第３号議案
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六
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

 

そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
の
こ

と
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
子
の
母
子

保
健
法
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
三

条
の
健
康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六

号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診

断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い
の

た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

七
～
九 

（
略
） 

（
略
） 

 

第３号議案
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【
新
】
 

【
旧
】
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大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則の一部改正 

 

 

１ 規則の概要 

  この規則は、大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の任用、報酬その他  

 の給付、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

２ 改正理由 

  会計年度任用職員の仕事と生活の両立支援のため、子の看護休暇等の任期等による取得

要件を緩和するとともに、子の看護休暇の対象となる子の年齢の上限の引き上げ等を行う

もの 

  

３ 改正内容 

 ⑴ 休暇制度に関する規定の改正 

  ① 看護休暇等の取得要件の緩和（第２５条関係） 

要件を緩和する休暇 改正前 改正後 

・出生サポート休暇（有給） 

・出産補助休暇（有給） 

・育児参加休暇（有給） 

・子の看護休暇（無給） 

・短期介護休暇（無給） 

・６箇月以上の任期が定

められている 

・在職している期間が６

箇月以上 

（廃止） 

 

② 病気休暇の有給化（第２５条、別表第２及び別表第３関係） 

   病気休暇を無給休暇から有給休暇に改める。 

 

③ 看護休暇の見直し（第２５条、別表第３関係） 

イ 看護休暇の対象となる子の年齢の上限を引き上げるもの 

改正前 改正後 

小学校就学の始期に達するまでの子 
９歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある子 

ロ 子の看護休暇の取得対象に、学校等への出席停止若しくは学校等の臨時休業又は

子の入園、卒園又は入学の式典等に参加する場合を加えるもの 

 

⑵ 勤勉手当の成績率の改正（第１８条の６関係） 

  一般職員の成績率の改正に伴う改正 

 

⑶ その他所要の改正 

 ① 刑法改正に伴う規定の整備 

令和４年６月に成立した刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）に

より、懲役及び禁錮刑が廃止されこれらに代えて拘禁刑が創設されることとなり、同

法が令和７年６月１日に施行されることから、様式中の「禁錮」を「拘禁刑」に改め

る。 

 ② 第３４条の表の修正 
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４ 施行期日 

 

令和７年４月１日（令和７年３月31日公布予定） 

   ＊ただし、３⑶①の施行日は令和７年６月１日とする。 
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